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【要 約】  
スポ－ツ振興法では、国と地方公共団体に対して「スポ－ツ外傷を防止する」努力義務

を定めている。そしてその後のスポ－ツ基本法において、「スポ－ツ障害を防止する」が

加えられた。さらに国と地方公共団体とスポ－ツ団体に対しては「安全を確保する」努力

義務があると明記された。一方、国・地方公共団体・スポ－ツ団体は、最近の予測の困難

な異常気象に起因するスポ－ツ事故に対応すべく「自然災害への対応策」を示している。

これらの対応策がスポ－ツイベント運営にどのように生かされているかを調べてみると、

暑熱環境下の熱中症対応策と、雷発生時の対応策について数多くの事例が判明した。ただ、

熱中症と落雷事故には異なる点がある。熱中症は「発生を防ぐことのできる事故であり、

その発生は『人災』」といえるが、落雷事故は「防げるが落雷そのものは防ぎようがない

『自然現象』」という点である。発生を防ぐことができる「熱中症」は、選手・指導者・

主催者の三者一体となった対策が講じられている。しかし、「落雷」に関しては予測困難

な自然現象のため、いまだ過去の事故事例対策の情報の共有化の段階である。

キーワード：スポ－ツイベント、安全基準ガイドライン、落雷、リスク、安全対策

＜はじめに＞ 
 

年 平成 年 月に施行されたスポ－ツ

基本法において、国や地方公共団体に加えてスポ

－ツ団体に対しても「安全を確保する」努力義務

があると定められた。「安全を確保」とはすなわ

ち「事故防止」であり、スポ－ツ現場の最大の命

題といえる。従来、スポ－ツ事故原因（以下、

「事故原因」という）は、①スポ－ツの内包する

危険性、②スポ－ツをする者の不注意、③指導者

の不注意、④施設・設備の不備があげられていた。

また最近では、竜巻・ゲリラ雨など異常気象に起

因する予測困難な事故が頻繁に起き、その「自然

災害への対応策」は早急な課題であり、⑤予測困

難な自然現象も事故原因といえる。特に屋外での

スポ－ツイベンは、屋内と異なり自然現象に左右

されやすい。会場個々の立地条件があり、それぞ

れに応じた対応が必要となる。ただ単に「お天気

頼み」ではすまされない。

私たちは、「自らの安全は自ら守る」意識を持

つことが必要であることは言うまでもない。一方、

スポ－ツイベント主催団体（以下、「主催団体」

という）やスポ－ツ統括団体（以下、「スポ－ツ

団体」という）には「安全を確保する義務」があ

る。事故原因が予測できなかった自然災害であっ

たとしても、事故は事故であり、その事故は選手

個々の問題にととまらず、スポ－ツ団体、協会、

主催団体そのものに対する評価や存続にかかわる

大きな問題を引き起こしている。そこで主催団体

及びスポ－ツ団体は、「自然災害への対応」とし

てどのような「安全基準ガイドライン」を作成し

ているか、そしてその「安全基準ガイドライン」

がイベント運営（発生時の対応、補償）において

どのように生かされているかを検証することにし
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た。自然災害の原因は、予測可能な台風、予測困

難な地震と幅広い。今回は、まず過去に数多くの

事例がある「落雷」を取り上げる。

＜目次＞

（１）スポ－ツイベントにおける安全義務

（２）「安全基準ガイドライン＝落雷編＝」

（３）過去の事例

（４）落雷事故への対応策

（１）スポ－ツイベントにおける安全義務

①主催団体の「予見義務」と「回避義務」

主催団体には、イベントが安全に実施されるた

めの安全義務が生ずる。その安全義務は大きく２

つに分けられる。イベント開催中に発生する可能

性のある危険・事故を予測する「予見義務」と、

予測される危険・事故を回避する「回避義務」で

ある。

②安全義務に関する法の整備

年 昭和 年 月施行のスポ－ツ振興法

では、国と地方公共団体に対し「スポ－ツ事故

（外傷）を防止する」努力義務を定めるにとど

まっていた。 しかも、この努力義務は国・地方

公共団体に限定されており、体育協会や個々のク

ラブ・チ－ムは含まれていなかった。当時、スポ

－ツにおける「安全」に関する考え方は希薄であ

り、「安全」はスポ－ツに起こりうる事故・リス

ク、「保険」に付随する域を超えることはなかっ

たのでないかと推測される。

一方、 年 平成 年）施行のスポ－ツ基

本法では、第五条に「心身の健康の保持増進及び

安全の確保」とし、これまでのスポ－ツ事故（外

傷）だけではなくスポ－ツ障害も予防する義務を

明記し、さらに国と地方公共団体に加えスポ－ツ

団体にも「安全を確保する義務」があると定めら

れた。

（２）安全基準ガイドライン＝「落雷」＝

「落雷」に対する具体的な対応策を示している

団体

①公益財団法人日本サッカ－協会

・サッカ－活動中の落雷事故の防止対策について

（ 年 月 日）より抜粋

「サッカー競技規則上では『試合の中止は審判

員の判断によること』となっているが、審判員

が雷鳴に気づかない、審判員と他関係者との関

係で必ずしも中止権限を審判員がもてないケー

スがある。このような場合は中止を決定するか、

または審判員に中止勧告を行う人間をあらかじ

め明らかにしておくこと。」

・サッカ－活動中の落雷事故の防止対策について

（指針）

・落雷の予兆に関する参考資料

・落雷事故対策マニュアル

②公益財団法人日本ラグビ－フットボ－ル協会

・雷に関する注意 年 平成 年 月

・トップリ－グ雷対策マニュアル（ 年 平成

年 月

③日本高校野球連盟

・「落雷事故防止対策について」（ 年 平成

年 月 日

④公益財団法人陸上競技連盟

・「安全対策ガイドライン」「陸上競技安全対策ガ

イドブック」 年 平成 年 月

・天候変化対策、落雷対策 年 年

「安全規定」や「安全基準作成のためのガイド

ライン」を定め、その中に落雷対策を示してい

る団体

①社団法人日本ボ－ト協会

・「安全基準作成のためのガイドライン」 年

平成 年 月より抜粋

「荒天あるいは天候急変が予想されるときに出

艇してはならない。 （湿球黒球温度） ℃

に達した時はロ－イングを中断すべき。」

・落雷に関する具体的な記載なし。

②全日本ア－チェリ－連盟

・「安全規定」 年（平成 年） 月 日

及び「マナ－と危機管理」

・「落雷事故防止対策」の記載なし。

③公益財団法人日本体育施設協会
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た。自然災害の原因は、予測可能な台風、予測困

難な地震と幅広い。今回は、まず過去に数多くの

事例がある「落雷」を取り上げる。

＜目次＞

（１）スポ－ツイベントにおける安全義務

（２）「安全基準ガイドライン＝落雷編＝」

（３）過去の事例

（４）落雷事故への対応策

（１）スポ－ツイベントにおける安全義務

①主催団体の「予見義務」と「回避義務」

主催団体には、イベントが安全に実施されるた

めの安全義務が生ずる。その安全義務は大きく２

つに分けられる。イベント開催中に発生する可能

性のある危険・事故を予測する「予見義務」と、

予測される危険・事故を回避する「回避義務」で

ある。

②安全義務に関する法の整備

年 昭和 年 月施行のスポ－ツ振興法

では、国と地方公共団体に対し「スポ－ツ事故

（外傷）を防止する」努力義務を定めるにとど

まっていた。 しかも、この努力義務は国・地方

公共団体に限定されており、体育協会や個々のク

ラブ・チ－ムは含まれていなかった。当時、スポ

－ツにおける「安全」に関する考え方は希薄であ

り、「安全」はスポ－ツに起こりうる事故・リス

ク、「保険」に付随する域を超えることはなかっ

たのでないかと推測される。

一方、 年 平成 年）施行のスポ－ツ基

本法では、第五条に「心身の健康の保持増進及び

安全の確保」とし、これまでのスポ－ツ事故（外

傷）だけではなくスポ－ツ障害も予防する義務を

明記し、さらに国と地方公共団体に加えスポ－ツ

団体にも「安全を確保する義務」があると定めら

れた。

（２）安全基準ガイドライン＝「落雷」＝

「落雷」に対する具体的な対応策を示している

団体

①公益財団法人日本サッカ－協会

・サッカ－活動中の落雷事故の防止対策について

（ 年 月 日）より抜粋

「サッカー競技規則上では『試合の中止は審判

員の判断によること』となっているが、審判員

が雷鳴に気づかない、審判員と他関係者との関

係で必ずしも中止権限を審判員がもてないケー

スがある。このような場合は中止を決定するか、

または審判員に中止勧告を行う人間をあらかじ

め明らかにしておくこと。」

・サッカ－活動中の落雷事故の防止対策について

（指針）

・落雷の予兆に関する参考資料

・落雷事故対策マニュアル

②公益財団法人日本ラグビ－フットボ－ル協会

・雷に関する注意 年 平成 年 月

・トップリ－グ雷対策マニュアル（ 年 平成

年 月

③日本高校野球連盟

・「落雷事故防止対策について」（ 年 平成

年 月 日

④公益財団法人陸上競技連盟

・「安全対策ガイドライン」「陸上競技安全対策ガ

イドブック」 年 平成 年 月

・天候変化対策、落雷対策 年 年

「安全規定」や「安全基準作成のためのガイド

ライン」を定め、その中に落雷対策を示してい

る団体

①社団法人日本ボ－ト協会

・「安全基準作成のためのガイドライン」 年

平成 年 月より抜粋

「荒天あるいは天候急変が予想されるときに出

艇してはならない。 （湿球黒球温度） ℃

に達した時はロ－イングを中断すべき。」

・落雷に関する具体的な記載なし。

②全日本ア－チェリ－連盟

・「安全規定」 年（平成 年） 月 日

及び「マナ－と危機管理」

・「落雷事故防止対策」の記載なし。

③公益財団法人日本体育施設協会
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・「スポ－ツ施設の安全安心優良施設規定

年 平成 年 ７月１施行

認定条件耐震構造施設についての規定はある

が、第３条の認定条件の中には「自然災害・

落雷等」の記載はない。

政府・地方公共団体関係諸機関（文科省と気象

庁の最新版）

①文部科学省スポ－ツ・青少年局健康学校健康教

育課

・「落雷事故防止について」（ 年 平成

年 月 日

②気象庁

・「積乱雲に伴う激しい現象の住民周知に関する

ガイドライン～竜巻、雷、急な大雨から住民を

守るために～」（ 年 平成 年 月

（３） 過去の事例

イベント大会中での落雷事故に関する先例

となる裁判

①高裁が主催者側の過失「安全注意義務を怠っ

た」を認めた「高槻市でのサッカ－競技大会中起

きた落雷事故」

・ 年 平成 年 月 日、大阪府高槻市で

開催された財団法人高槻市体育協会サッカ－協

会主催のサッカ－大会において、高等学校の課

外クラブ活動の一環として参加していたサッカ

－部所属の高校 年生が落雷に打たれ、視力障

害、両下肢機能前廃、両上肢機能などの重度の

後遺症障害を被った事故。高松高裁では「自然

現象である落雷は予見できず不可効力、天災」

との判決（高松高裁平成 年 月 日判

決）であったが、最高裁は高裁判決を破棄し、

審理を高松高裁に差し戻した（最高裁平成

年 月 日判決）。その後、高松高裁は、

「落雷事故発生の危険が迫っていることを予見

することが可能であり、予見すべき注意義務を

怠った。また、落雷事故を予防するための注意

に関して平成８年までに、本件各記載等の文献

上の記載が多く存在していた」とし、高校と協

会（財団法人）に連帯して 億円余りの損害賠

償を命じる判決を下し確定した（平成 年

月 日判決）。

落雷のためイベントを中止した事例

①サッカ－の事例Ｊ２の試合

・ 年 月 日のＪ２の試合を順延

・ 年 月 日のＪ２の試合を順延

・ 年 月 日のＪ２の試合を順延

②ラグビ－の事例

・ 年 月 日のトップリ－グの試合では、試

合直前に雷雨となり一旦試合開始時間を遅らせ

ることを決める。その間気象庁に今後の天候を

問い合わせる。天候の回復には時間を要すると

の回答を得た為、試合の中止を決定する（ 月

日に順延）。

③アメリカンフットボ－ルの事例

・ 年 月 日の関西学生リ－グ戦では

雷雨のため中止（ 月 日に順延）

④千葉国体（ 年 月、雷雨の為）

・高校硬式野球（準決勝・決勝）、ソフトボ－ル

（準々決勝）やゴルフ等複数種目において天候

不良の為予定の競技ができず複数チ－ムの同時

優勝となる。

練習試合における落雷にもかかわらず試合を続

行した事例

・菅平のほとんどの練習試合は試合続行。

 
（４）落雷事故への対応策

①リスク回避のシュミレ－ションを立てる。

天気予報や自然災害の発生の予測は、過去の

デ－タや事象の蓄積から可能である。その予測に

対する予防策や対応策が事前に用意されていれば、

現実に起こりえる事故やトラブルに対し的確に対

応できる。起こることを防ぎ、リスク回避のシュ

ミレ－ションを立てる。

②意思決定の迅速化と責任分担の明確化を図る。

試合は、主催、共催、主管、後援、協賛と多く

の関係団体が集まって共同運営が行われることが

多い。またボランティアの応援に頼る場合が多く、

組織力は弱い。その為、意思決定や責任分担が曖

昧となってしまう。そして事故が発生した場合、

初動対応の遅れやその後の迅速な対応が取れない
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ことがある。共同運営・開催の場合は、意思決定

の迅速化と、対応（責任分担）の明確化を図る。

③避難訓練を実施し、落雷事故に備える。

大会運営の意思決定者は、当日限りの場合が多

く、避難経路についてほとんど理解していない。

事前に避難経路を確認することは、意思決定ス

タッフの責務であり、また多くの観客の安全確保

のためにも避難訓練の実施は必要不可欠といえる。

④施設の安全管理を徹底させる。

競技場管理者は、非常施設を維持管理するため

の知識や技術を身につけ日常点検を行っている。

さらに専門家による定期的な保守点検を実施して

いる。事故を未然に防ぐ為の重要な職務といえる。

⑤保険の制度及び活用について理解させる。

スポ－ツをするには、「怪我」・「過失」とい

ったリスクがある。そのリスク移転 の代表例が

保険である。保険には保険料の支払いという費用

発生を伴う。そして、この保険は大きく「傷害保

険」 と「賠償保険」 の２つに分けられる。主

催団体としての日本体育協会では、現在「スポ－

ツ安全保険」・「公認スポ－ツ指導者総合保険」・

「イベント主催者施設賠償責任保険」を推奨して

いる。これらの保険で、大会主催者側が責任を負

わなければならない事故に対応しているのが「イ

ベント主催者施設賠償責任保険」である。このイ

ベント主催者施設賠償責任険のプランは以下のと

おりである。

ａ）イベント中止保険

・天災地変や各種の影響（不可抗力）により

イベントが中止になった場合の保険。天候リ

スクの多い屋外イベントは、リスクの少ない

屋内イベントより保険料が高い。

ｂ）賠償責任保険。

・施設等に起因する対人・対物事故において、

主催者が負う賠償責任を補償する保険。

ｃ）傷害保険

・選手、役員、スタッフ、観客等のゲカを保障

する保険。

ｄ）動産総合保険

・不足な突発的な事故や盗難による使用する器

材材等の破損や盗難による損害を補償する保

険。

＜おわりに＞

自然災害・不測の事態に対応するために多くの

スポ－ツ団体は「安全対策ガイドライン」を作成

していた。そして様々なシュミレ－ションを立て

大会運営に生かしている。これまでの「落雷程度

で大会中止いかがなものか」という雰囲気は一新

し、大規模小規模問わずに、「落雷により要注意

又は中止」の運営がなされている。過去の経験が

生かされ、情報の共有化も図られており、リスク

の予知・回避・抑制についてかなり整備されてき

たと実感している。

しかし、リスクの処理とその費用化のプロセス

については未だ不十分である。また、毎年 月

日の防災の日 には台風、高潮、津波、地震など

の災害を想定した防災訓練が実施されている。と

ころが、 月 日「雷記念日」 における落雷を

想定した防災訓練・避難訓練の実施については、

話すらでていない。落雷の事故は甚大なものであ

り、また、落雷は年間を通じて起こり得る自然現

象である。落雷による被害を最小限に抑えるため

にも、多くの観衆が集まるスタジアムでの避難訓

練の実施等必要であろう。

最後に、今回の調査の中で、練習試合の場合は

安全対策ガイドラインが生かされていなく、試合

続行の事例が数多く判明した。これは、憂うべき

事実である。スポ－ツを「見る、する、魅せる、

支える」すべての人が、大きな安全予見可能性と

回避可能性を駆使し落雷に対応して欲しいもので

ある。

＜註＞

スポ－ツ振興法より抜粋

（スポ－ツ事故防止）

第 条 国及び地方公共団体は、登山事故水泳

事故そのたのスポ－ツ事故を防止するため、施設

の整備、指導者の養成、事故防止に関する知識の

普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。
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スポ－ツ基本法より抜粋

（スポーツ団体の努力）

第五条 スポーツ団体は、スポーツの普及及び

競技水準の向上に果たすべき重要な役割に鑑み、

基本理念にのっとり、スポーツを行う者の権利

利益の保護、心身の健康の保持増進及び安全の

確保に配慮しつつ、スポーツの推進に主体的に

取り組むよう努めるものとする。

（スポーツ事故の防止等）

第十四条 国及び地方公共団体は、スポーツ事故

その他スポーツによって生じる外傷、障害等の防

止及びこれらの軽減に資するため、指導者等の研

修、スポーツ施設の整備、スポーツにおける心身

の健康の保持増進及び安全の確保に関する知識

（スポーツ用具の適切な使用に係る知識を含

む。）の普及その他の必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。

リスクへの対処には「回避（ ）」・「予

防（ ）」・「移転（ ）」がある。
４）事故の責任が誰にあるかに関わらず怪我をし

たり死亡した人に対して保険金が支払われる保険。

事故の責任が自分にあり被害者への賠償責任が

生じた場合に保険金が支払われる保険。
「防災の日の由来」。関東大震災が発生した日で

あり、また暦の上では二百十日に当たり、台風シ

－ズンを迎える時期でもある。1960 年(昭和 35
年)6 月 11 日、9 月 1 日を「防災の日」にするこ

とが閣議決定。また、昭和 57 年からは、９月１

日の防災の日を含む一週間を防災週間と定め、各

関係機関が緊密な協力関係のもとに、防災思想普

及のための行事や訓練などを行っている。

「雷記念日の由来」。 年 平安時代延長 年

月 日 平安京の清涼殿の南西の第一柱に落雷

が直撃し、この落雷によって大納言藤原清貫が亡

くなった。この事故は 年に才能を妬まれて太

宰府に左遷された菅原道真のたたりと噂された。

このことで菅原道真は名誉を回復し、雷の神様

「天神」と同一視されるようになり、以後太宰府

天満宮の事を「天神様」と呼ぶようになる。そし

てこの 月 日を「雷記念日」とした。
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